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１ 菊川市総合計画の策定方針

(1)　目的

(2)　基本方針

(3)　策定年度

(4)　総合計画の体系

概ね 10 年後（平成 28 年）における

本市をとりまく地域社会の将来像とそ

れを実現するための基本的な政策大綱

を示すものである。

基本構想に掲げる将来像を達成する

ため、政策大綱に従い、根幹的な事業

を明らかにする。

基本計画は原則として 5年ごとに見

直すものとし、前期基本計画の期間は

平成19年度から平成23年度までとし、

後期基本計画は、平成 24年度から平成

28年度までとする。

基本計画に示された根幹的事業の実

施内容を明らかにするもので、毎年度

の予算編成など本市の経営方針とする。

計画期間は、3年間とし、毎年のロー

リングにより見直しを行う。
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年　度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

基本構想

基本計画

実施計画

基　本　構　想

前期基本計画 後期基本計画

■総合計画の体系
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2　菊川市総合計画の策定体制

(1)　策定組織
①　総合計画策定委員会（菊川市総合計画策定委員会条例）

②　庁内策定委員会（菊川市総合計画庁内策定委員会要綱）

●基本構想 ・・・基本構想は、議会の議決を経てこれを定める。
●基本計画 ・・・基本計画は、基本構想に掲げる将来像を達成するた

めの基本的な施策について定める。
●実施計画 ・・・基本計画に基づく事業について庁内策定委員会で原

案を策定し市長が決定する。

(2)　市民参加

(3)　審議機関
　①　まちづくり審議会（菊川市まちづくり審議会条例）
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３ 菊川市総合計画策定委員会

（１）菊川市総合計画策定委員会条例
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（２）策定委員会名簿
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４ 菊川市総合計画庁内策定委員会

（１）菊川市総合計画庁内策定委員会要綱
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（２）庁内策定委員会名簿

■委員会

■部会（部会長：◎　副部会長：○　※：兼務）

■事務局
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５ 菊川市まちづくり審議会

（１）菊川市まちづくり審議会条例
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（２）菊川市まちづくり審議会委員名簿
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６ 菊川市総合計画策定の経緯・経過

■策定委員会

■庁内策定委員会
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■市民意見の反映

■市議会

■まちづくり審議会総合計画審議



　

　

資　

料　

編

７ 菊川市まちづくり審議会への諮問
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８ 菊川市まちづくり審議会の答申
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９ 分野別計画策定状況

共に汗をかくまち

安心していきいき暮らせるまち
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豊かなこころを育むまち

輝くみどりのまち

躍進する産業のまち
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安全・便利・快適なまち
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